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第１章 社会福祉士新カリキュラムに

おける刑事司法の拡充

　2021年４月から始まった社会福祉士養成教育の新

カリキュラムにおいて、「刑事司法と福祉」の科目

が従来の「更生保護制度」を拡充する形により必修

化された。この科目は元となる「更生保護制度」、

すなわち社会福祉士に関する科目を定める省令（2008

年３月）で公にされ、2009年４月から「就労支援サー

ビス」「権利擁護と成年後見制度」を含む３科目中

１科目の選択必修として設けられていた15時間の科

目を、30時間・必修に再編させることで生まれた。

　振り返ると「更生保護制度」は、更生保護法の制

定（2007年６月）に続いて社会福祉士教育に組み入

れられた科目であった。同法は、おもに2004年11月

から2005年５月にかけて発生した３件の重大再犯事

件を契機とする法整備であり、重点的に対応すべき

事項として触法行為を繰り返す高齢者や知的障害者

の存在をあげ（水藤2015: 276）、再犯防止を目的に「刑

事司法と福祉の連携」を打ち出していた。

　この「更生保護制度」の新設に際しては、更生保

護を福祉的ネットから排除された、犯罪や非行に走っ

た人の社会復帰支援として福祉政策へと近付けるか、

それとも刑事司法の一環として再犯防止と社会防衛

を目的とする刑事政策へと近付けるかが根本的な選

択（土井2014: 70）とされた。

　そうしたマクロな政策レベルの論点に対し、これ

までの社会福祉士養成教育においては、古川（2004: 

254-255）が「ソーシャルポリシーとソーシャルワー

ク」と掲げて「政策論あるいはソーシャルポリシー

論の領域において独自性や固有性を主張してみても、

なかなかアカデミック・コミュニティや関係者の認

知を得られない」と問題提起し、また黒木ら（2004: 
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ての独立性”にも及んでいる。なぜなら、ソーシャ

ルワークはソーシャルワーカーだけの独占業務では

ないからである。

　以前から、ソーシャルワークを専門に扱うソーシャ

ルワーカーと、技術の引き出しの一つにソーシャル

ワークを持つ他職種において同時にソーシャルワー

クが行使される（米本2000: 345）状況があった。

そうした様相は、近年でも「地域共生社会の実現の

ためにはソーシャルワーク機能が必要とはいわれて

いるものの、ソーシャルワーカーが必要という議論

には達していない」（白澤ら2019: 17）と表現される。

つまり「ソーシャルワーカーによるソーシャルワー

ク機能」と、「他職種者によるソーシャルワーク機能」

の違いは何か、という点（第８章で回答する）から、

ソーシャルワーク教育・社会福祉教育はその内実を

明らかにすることを迫られているといえよう。

　ここで筆者は「刑事司法と福祉の連携」が、ソー

シャルワークのみならずソーシャルポリシーを含む、

社会福祉教育の再確認を促す里程標の役目を果たし

ていると訴えたい。すなわち立ち止まり、未来に向

けて見まわすべき曲がり角、「ソーシャルワーク教育・

社会福祉教育の曲がり角」にきたと考えるのである。

昨今は、社会福祉学の構造のなかでソーシャルワー

クとソーシャルポリシー双方を評する所作は下火で

ある。しかし、ソーシャルワーク教育におけるソー

シャルポリシーへの着眼が、さらに職能団体による

ジェネリックソーシャルワーク教育が、「ソーシャ

ルワーカーによるソーシャルワーク機能」の明確化

につながると筆者は思量する。

　これらを論じるため社会福祉学の構造の目安とな

る俯瞰図を示し、「刑事司法と福祉の連携」をその

なかに位置付けて、とくに再犯防止概念がソーシャ

ルワーク教育・社会福祉教育の再確認を意識させる

現況を明らかにするべく試みたい。

　方法は公刊された文献に基づく原理論研究である。

引用に際しては、「福祉と刑事司法との関係につい

185）が社会福祉士の「国家資格化によって…ソーシャ

ルアクションや社会改革への提言が試験制度のなか

で明らかに軽視された」と述べるように、どちらか

というとミクロレベルの実践に焦点があたってきた

（白澤ら2019: 15）。

　しかし、ソーシャルワーク専門職のグローバル定

義（2014年７月）において、個人のエンパワメント

から社会変革までをソーシャルワークは含むと確か

められ、「ミクロからメゾ、マクロレベルでの実践

が展開されなければならない」（空閑2021: 9）との

認識から、新カリキュラムでは「相談援助」の表記

がすべて「ソーシャルワーク」にあらためられた。

　昨今に限らず「固有性や独自性をソーシャルワー

クの領域において主張する試みは、結果的に後ろ向

きの議論」（古川2004: 255）と捉える向きは少なく

なかった。そうしたなかで「政策論あるいはソーシャ

ルポリシー論」への巻き戻しにもうつる、法・制度

や社会防衛に直結した刑事司法との連携を打ち出す

新カリキュラムは注目される。

第２章 ソーシャルワーク教育・社会

福祉教育の曲がり角

　とはいえ、日本社会福祉士会がかねて「『福祉』

の領域が、非行・犯罪のあるものを自らの支援対象

から除外してきた歴史的経緯」（日本社会福祉士会

2009: 150）を振り返るように、刑事司法と福祉の

円滑な連携は必ずしも容易でないことが予想される。

刑事司法は犯罪ならびに再犯の防止に主要な目的を

置き、クライエントのウェルビーイングを目指す福

祉とは理念を違えるからである。

　したがって、福祉サイドから「福祉が司法化する

ことなく、きちんとソーシャルワークの専門性を保

証でき、そのうえで職域を拡大するのが重要」（今

福ら2018: 267）と表明されるのは当然といえよう。

さらに、問題はこうした“福祉の独立性”だけにと

どまらず、社会福祉士の“ソーシャルワーカーとし



47

ゆる政策論と技術論に代表されるように、社会福祉

事業本質論争の前後から討議の題目であった。2002

年、星野（2002: 75）は「『社会福祉学』は…明確

に『社会政策』と『ソーシャルワーク』に分割」す

べきと主張して議論を巻き起こした。逆に冒頭の古

川（2001: 91）は「両者は必然的に結び付いていな

ければならないはずである。しかし、その結び付き

方がいまだ十分に解明されているとはいい難い」と

し、さらに京極（1990: 286）は、両者の内在的な

関係を研究課題とする福祉経営学を構想した。

　本稿では俯瞰図の作成に際して学徒の理解の大勢

と思われる岩田ら（2003: 58-59）の立場、すなわ

ち「古川論文と星野論文…は政策とソーシャルワー

クという２つの領域に関わっている点で、２人の間

には共通点がみられるが、むしろ違いの方が目立つ

…政策と実践は援助活動を構成する不可欠な切り離

し難い要素である…古川氏の主張はこの延長線上に

位置し、より説得力がある」に依拠し、なおかつ福

祉経営学に関しては、やはり古川（1994: 147）の「政

策過程の最先端部分を取り扱う領域であって、その

成立が政策過程と援助過程との内在的・理論的統合

の実現をもたらすことにはならない」より、政策側

に含めて考える。

　なお、政策とは問題の解決のために示される一般

的な指針や方針を指す（武川2011: 157）。通常“政

策立案”“制度利用”と呼び、逆は言わないように、

こうした政策に基づいて策定される問題解決のプロ

グラムを本稿では制度とする。

　ただし「ソーシャルポリシー」と「政策」は、古

川ら社会福祉の立場においてほぼ同義なものの、あ

くまでソーシャルワークと組み合わされた社会福祉

学の構成概念であることに注意したい。なぜなら、

本来ソーシャルポリシーは、「政府の政策」を意味

する公共政策のうちの一つとしての、社会政策を指

す語だからである（武川2011: 157）。

　よって、前者（古川）と区別するため、後者のソー

ての議論というのは、実は古くて新しいテーマであ

る」（掛川2017: 11）とされる経緯に配慮した。例

えば、日本犯罪社会学会刊行の『犯罪社会学研究』

では2014年に「刑事司法と福祉の連携の在り方」と

題した特集が（1997年には「司法と福祉」、1981年

には「司法・福祉・教育」が）組まれている。公益

財団法人矯正協会の月刊誌『刑政』でも、2008年７

月の冒頭論文「高齢受刑者の処遇について」に続き、

８月には「知的障害を持つ被収容者の処遇」と題し

た特集が組まれ、それ以降も関心が維持されてきた。

いわば、議論の深まりは福祉サイドの外部で先んじ

ていたのである。

　福祉の側でも日本司法福祉学会が2000年11月に創

設され、第20回大会（2019年８月）では「ソーシャル

ワークとしての司法福祉実践」をテーマに掲げてい

る。これらの特集や大会企画を起点とし、そこでの

検討や後日の展開を参照することで史料の選択とし

た。なお、本稿における「刑事司法」には更生保護

や矯正（刑務所等）の領域を含めている。

第３章 社会福祉学のタコ型構造

　社会福祉学の構造を示すためには、まずそのなか

でソーシャルワークの占める範囲が必ずしも定かで

ないというハードルを越える必要がある。かねてよ

り「社会福祉の共通理解が失われている…ソーシャ

ルワークと同義に捉えるべきなのか…福祉政策と福

祉実践を含むものなのか…福祉政策を中心としたも

のにシフトすべきなのか」（岩崎2008: 131）とされ

るからである。例えば最も広義なソーシャルワーク

は、杉野（2011: 14-15）による「ソーシャルワー

クにおける『制度』とは、『制度づくり』という『実

践』であり、『政策』とは特定の理念を社会的に啓

蒙していく『実践』であったといえる…『制度・政

策』と『援助技術』のいずれもが『社会福祉実践』

としてのソーシャルワークだ」とする立場であろう。

　一方で「『制度・政策』と『援助技術』」は、いわ
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　ソーシャルワーカーはジェネリックソーシャルワー

ク１）を基盤として（図２左）、それぞれのスペシフィッ

クな領域において他職種との対等な「連携」（双方

向型の矢印で表記）に努めている（図２右）。

ペシフィックを活動の領域や機能によって分化させ

る方向を求める用語として、ジェネリックを活動や

機能による分化の前提ないし基盤となる共通部分の

確立を求める用語として用いる」（2011: 16）とし、ソー

シャルワーク専門職の基礎資格に社会福祉士（ジェ

ネリック）を置いて、また領域別に医療、高齢者、

障害者、児童家庭、スクールほかのソーシャルワー

カー（スペシフィック）を配している。そのうえで

「ソーシャルワークの機能の内で重要と考えられる

機能に特化」した「権利擁護対応、退院退所対応、

虐待対応、就労支援ソーシャルワーカー」（2008: 

11, 2011: 17）を交差させている。ここまでをまとめ、

社会福祉学の全体を俯瞰するタコ（凧・蛸）型構造

として図１に示す（大西2017: 69より改変）。

シャルポリシー（武川）をとくに社会政策と記す。

この場合ソーシャルポリシーは、社会政策のうちソー

シャルワークに向き合う部分 ―非貨幣手段によって、

本人や家族等の状況に応じて内容や支給量が調整さ

れる（対人）社会福祉サービス― を切り取ってい

る（社会政策⊇ソーシャルポリシー）。以上から、

社会福祉学をソーシャルポリシーとソーシャルワー

ク、ならびに両者の「結び付き」古川（2001: 91）

からなるとする。「結び付き」を可視化するため“コ

ア”と称し、下で図中に示す。

　次いで社会福祉学に、ソーシャルワークの側から

近年の段階で、一定の体系を示すのが日本学術会議

（2008: 11）による「資格マトリックス」である（2011

年（2011: 17）にも一部を修正し再掲）。そこでは「ス

　一方で、ソーシャルポリシーでなく社会政策から

みれば、向き合う相手はソーシャルワークに限らな

い。政府の政策が多岐に渡るからである。政策全体

は公共政策と呼ばれ、秩序政策、社会政策、経済政

図１　社会福祉学のタコ型構造 （筆者作成・改変）
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図２　ジェネリック（左）およびスペシフィック（右）ソーシャルワーク （筆者作成）

される。図中の判例・学説は処罰の根拠たる法源に

はならないが、法令解釈に活かされるとの位置付け

である。警察（官）、法曹（裁判官、検察官、弁護士）、

刑務（官）、裁判員（制度）を「刑法の担い手」と

して「刑法の意義」たる成文化された法・判例と並

置するのは中山（2010: ⅶ-ⅷ）に準ずる。ソーシャ

ルポリシーと秩序政策の間の「右向き矢印」「左向

き矢印」については後述（第５、７、８章）する。

策の３つに分かれる。これらは相乗効果を持ちつつ

つながっている。秩序政策には警察、国防、司法な

どが含まれる（武川2011: 154）。「刑事司法と福祉

の連携」と再犯防止概念は、秩序政策の一翼を少な

からず担っているといえよう。

　すると秩序政策とつながった、高齢者や知的障害

者にかかわるソーシャルワーカーの活動は、対象領

域および「刑事司法との連携」から図３のように表

　ここで注意すべきは、刑法学において、社会福祉

学の“コア”に相当した「結び付き」（古川2001: 

91）に関する議論がみられないことである。一方で、

杉野（2011: 4）は「社会福祉学によく似た応用科

学として…看護学や教育学をあげることができるが、

いずれの研究対象もそれぞれ看護師や教師の実践で

あり、その内容と範囲は自明」とし、行動の根拠と

なる政策と、現場の実践の「結び付き」を論じる社

図３　再犯防止のスペシフィックソーシャルワーク（筆者作成）
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が ―ひいてはソーシャルワーカーが― 飲み込まれ

ていくのは想像に難くない。

　もちろん、「支援の『結果として』再犯に至るこ

とがなくなれば理想的だが、現実には周囲は再犯防

止という『わかりやすい』結果を求めてしまいがち」

なため、「『再犯防止を目指してはならない』という

ことは強調し過ぎることはない」（治療的司法研究

会2018: 413）のである。いわば、再犯防止は“結

果であって目的ではない”とするのが社会福祉学の

スタンス、つまり「福祉の独立性」の現れだと筆者

は考える。そこで、資格教育への依存を排してソー

シャルワーク教育・社会福祉教育に移る前に、「再

犯防止を目指してはならない」という一見矛盾した

概念を整理しておく。

　さて、再犯防止概念は本人支援と社会防衛の両者

を内包し、用い方によっては前者から後者へ容易に

視点が転換しうる（土井2014: 67）なかで、刑事司

法と福祉の間のパワーバランスが懸念される。そう

した繊細な、「刑事司法と福祉の連携」を進める重

要な原動力として「日本で唯一の刑事司法ソーシャ

ルワークの専門機関」（掛川2020: 69）と評される

地域生活定着支援センター（以下、センター）が存

在する。センターは、福祉的な支援を要する矯正施

設退所者を、退所後直ちにサービス等につなげる地

域生活定着促進事業を行っている。

　留意すべきは、センターの運営母体がもっぱら社

会福祉法人をはじめとする民間団体だという事実で

ある。この特性により、社会福祉士が（公務員でな

くとも）「罪を犯した障害者等の支援にかかわる可

能性が大きく広がった」（齋藤2019: 24）。ゆえにセ

ンターは、国による「刑事司法システムの外部に存

在し…保護観察所から独立して直接的な監督や指示

命令を受ける関係になく、あくまでも対等な連携先」

（水藤2016: 50）として、「福祉の独立性」を具現

しているようにみえる。この点へのソーシャルワー

ク教育・社会福祉教育を通した注目が望まれる。

会福祉学の独特さを指摘する。のちほど第８章にお

いて刑法学と社会福祉学の間の、こうした「結び付

き」に関する差異を論じる。

　以上を踏まえ、次章から「刑事司法と福祉の連携」

をもとに、高齢者・障害者領域のスペシフィックソー

シャルワークに向けた教育体系を検討する。

第４章　再犯防止教育のありか　 

―資格者養成―

　さて、「刑事司法と福祉の連携」が求められる背

景には、「司法と支援が交差する領域で働く専門職

の養成…は、それほど盛んであるとはいえない…と

くに、ソーシャルワーク領域における教育は立ち遅

れている」（水藤2020: 25）という状況がある。そ

して前章の日本学術会議により「分化の前提ないし

基盤となる共通部分」（日本学術会議2011: 16）と

される、ジェネリックソーシャルワークの実践者に

社会福祉士をあてれば、図１～図３の四角囲みのソー

シャルワークは社会福祉士に読み換えられるだろう。

よって、新カリキュラムで「刑事司法と福祉」が必

修化されるのは時宜にかなっていると傍目には思わ

れる。しかし、それでは問題が残るのである。

　理由は、国家資格とは国が施策の推進に必要な人

材を、試験による知識の確認のうえ付与するものだ

からである。社会福祉士の資格教育よりソーシャル

ワーク教育は広く、さらに社会福祉教育がそれらよ

り広いこと（小山2020: 13）は衆目の一致をみよう。

新カリキュラムはソーシャルワーク教育の一部なの

である。したがって、児島（1972: 63）による「現

代社会に…必要なことは批判の学、抵抗の学として

の社会福祉論の構築である。国民のいのちと生活を

守る立場から社会福祉論を再構築しなければならな

いと思う。これは当然、政策側の社会福祉の考え方

と対峙する」の言葉に表象されるように、「刑事司

法と福祉の連携」を無批判に資格教育のなかにとど

めれば、国家の秩序政策の遂行者として社会福祉士
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　理由として、わが国の刑事司法における社会内処

遇は、長く官民の協働態勢で成り立ってきた経緯が

あげられる。センターは官民の「民」である立場を

明確に意識すべきであろう。つまり、いわゆる保護

司、更生保護施設、協力雇用主、更生保護女性会と

いった「民」による更生支援に対し、国家すなわち

「『官』が再犯リスク管理を強化することで…制度

全体の効力が増す」（小長井2014: 104）のである。ソー

シャルワーク教育・社会福祉教育においては、「再

犯リスク管理が国の責務であることをあらためて強

調」（小長井2014: 104）してよいと思われる。

　なぜなら、センター事業のおもな財源は生活困窮

者就労準備支援事業費等補助金交付要綱に基づく補

助金として、調整実績によって傾斜配分されている。

全国21ヵ所のセンターを調査した河野ら（2019: 

30）は、「補助金事業の不安定性に起因する運営上

の諸問題、とくに支援者の確保・育成がままならず、

将来を見据えた事業展開が困難である現状」を報告

している。こうしたなかでセンターが、再犯防止と

いう刑事司法サイドの役割も果たそうと無理をした

のでは、クライエントとの信頼関係が壊れる危険性

もあり本末転倒だからである。社会福祉士は再犯防

止にまつわる監視要素を控え、対象者の個別性を重

んじる福祉の本来業務に注力すべきであろう。では、

次にソーシャルワーク教育・社会福祉教育に移る。

第５章　再犯防止教育のありか　 

―スペシフィックソーシャルワーク―

　「現在先進主要国の刑事政策は『社会政策を志向

した刑事政策』と言われるほど、社会政策や地域福

祉との連携を強めている」（小長井2018: 28）とさ

れる。他方、わが国では先述（第２章）のように「『福

祉』の領域が、非行・犯罪のあるものを自らの支援

対象から除外してきた歴史的経緯」があった。そも

そも、2009年４月よりカリキュラム化された「更生

保護制度」の導入時から、ソーシャルワーク教育・

社会福祉教育は、前記（第４章）の「政策側の社会

福祉の考え方」（児島1972: 63）の後手に回っていた。

　というのも導入に際しては社会福祉士側からとい

うより、むしろ累犯障害者・高齢者の増加とその地

域処遇に迫られて、とりわけセンターへの福祉職の

配置の必要に合わせて、行政サイドの主導で進めら

れた可能性が認められるのである。そこで次に、「更

生保護制度」導入時の福祉サイドの立場を振り返り、

再犯防止概念がスペシフィックソーシャルワーク教

育の範疇にはおさまり難いことを論じる。

　まず齋藤（2019: 22-24）によると、2006年から

2007年の養成カリキュラムの審議過程からは、「司

法領域のソーシャルワークは…職域として認知はさ

れているもののそれほど重視されておらず」「社会

福祉士の活躍が期待される分野に司法領域は含まれ

ていない」ことが示され、福祉サイドに「『更生保

護制度』の設置につながる要因が見当たらなかった」

という。対して行政サイドからは、「地域生活定着

促進事業が実施されるまでに…法務省と厚生労働省

が相互に積極的な連携を志向し…『更生保護制度』

設置に影響」したのである２）。

　これを証するように、日本社会福祉士会（2009: 

1-2, 150）による「刑余者の再犯防止等司法領域に

おける社会福祉士の活動の可能性についての基礎研

究事業」報告書では、「司法と福祉との連携に関し

て…『罪を犯した障がい者の地域生活支援に関する

研究』…による、まさにパイオニアともいうべきす

ぐれた実践」と率直に時間差２）を認め、加えて「履

修科目に『更生保護制度』が新設されたことを踏ま

えれば、社会福祉士は今後、非行・犯罪のあるもの

の更生支援の一翼を担うことが期待されている」と、

自らの関与を第三者的な受け身表現にとどめている。

　引き換えのように「更生保護制度」の導入時には、

更生保護施設が新たに実習指定先に加えられた。あ

わせて同施設の補導主任、指導員や保護観察官らが

実習免除にあたる実務経験に指定されるなど、「更
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て、この近縁性はジェネリックソーシャルワークで

確認された「ソーシャルワーカーによるソーシャル

ワーク機能」が、公共政策の指針のもとでソーシャ

ルポリシーを介し、秩序政策に遡及した（図３: 右

向き矢印）とする解釈が可能である。

第６章　再犯防止教育のありか　 

―ジェネリックソーシャルワーク―

　やはり、社会福祉士養成カリキュラムを超えたジェ

ネリックなソーシャルワーク教育を通して、政策と

の対立概念を内包した再犯防止にかかわる社会福祉

学の特性が講じられるべきであろう。こうした教育

上の課題（立ち止まり、見まわすべき曲がり角）を、

「刑事司法と福祉の連携」は浮かび上がらせている。

その背景には、第１章の「国家資格化によって…ソー

シャルアクションや社会改革への提言が…軽視」（黒

木ら2004: 185）されてきた状況がある。筆者は、

この種の教育上の役割をソーシャルワーク職能団体

が担うことが望ましいと考える。以下にそのわけを、

ソーシャルアクションの側面から論じたい。

　ソーシャルアクションに関するわが国の状況を、

室田（2017: 30）はフォレット（Mary Parker Follet）

による整理をもとに、パワー・ウィズとパワー・オー

バーに分けて「近年の日本の社会福祉には、パワー・

オーバーの力関係に関与する実践を説明する言葉す

ら存在しない」とみる。そしてソーシャルワーカー

を雇用する予算の大半が公的な財源であることから

「パワー・オーバーの実践が馴染まない理由」とし

て、「政府とソーシャルワーカー（およびその所属

機関）の関係性を悪化させる」を第一にあげている。

　よって、社会変革まで（グローバル定義）を志向

するからといって、個々のソーシャルワーカーの自

覚や努力をただ要請するのは生産的ではないだろう。

この点、室田（2017: 30-31）は続けて「直接的な

アクションを伴う実践ではなく、水面下の交渉の方

がより効果的と言える…ソーシャルワーカーは水面

生保護領域がソーシャルワーク実践の現場として認

知されるようになった」（中村2016: 12）。しかし、

当の更生保護施設への調査からは「社会福祉との連

携による解決・改善への評価は必ずしも高くない」

「更生保護の本質的な人格陶冶や改善更生に対する

指導が、社会福祉によるサービス提供によって安易

に解決しえない」（浜井2013: 61）との反応が寄せ

られている。さらに、カリキュラム施行後には教員

の側も「『法律中心で難しい科目』という苦手意識

が決して少なくない」（三浦2017: 291）のである。

　いわば、資格教育科目の新設に対する福祉サイド

の受動性と、実践および教育の場の困惑が照らし出

される。これらが、「刑事司法と福祉の連携」下に

おけるスペシフィックソーシャルワークの実態の一

部なのである。よって、高齢者・障害者といった領

域ごとのソーシャルワーク教育のなかに、社会福祉

士養成教育とは別に再犯防止概念を組み込むのは荷

が重い可能性がある。

　逆に刑法学の立場からみるなら、実践面において

図３に示される「法曹・刑務官らによるソーシャル

ワーク機能」に関して、「バリアフリー化」「嚥下が

困難な者に軟食や刻み食」「地域の気候、建物の構

造等の施設の実情や、個々の高齢受刑者の心身の状

況を踏まえて」（中川2019: 45）、「地方公共団体や

民間団体等と刑事司法関係機関が分野を超えて連携」

（中川2020: 32）といった法務省矯正局成人矯正課

長による言説からは、高齢者領域のミクロの視点に

おける刑務官とソーシャルワーカーの間のソーシャ

ルワーク機能の近縁性が感じられる。

　上記のスペシフィックソーシャルワーク教育の状

況を振り返れば、この近縁性が「刑事司法と福祉の

連携」におけるソーシャルワーク側からの浸透とは

言えまい。なぜなら、治安維持を責務とする者の行

動規範が、他職種との連携によって短期間のうちに

変質するなら、それは犯罪と再犯の防止という目的

に鑑み不安材料となりかねないからである。したがっ
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下でパワー・オーバーの実践を行っているが、それ

が表立って取り上げられることがないという評価を

下すこともできる」と分析している。

　いわば、ソーシャルアクションに関しては海外に

おける歴史的な意味と、わが国における昨今のそれ

とは（室田の言葉を借りれば）“異質”な内容なの

である。福祉の社会復帰支援か、再犯防止と社会防

衛かという第１章のデリケートな「刑事司法と福祉

の連携」は、批判の学・抵抗の学（児島1972: 63）

としての対立概念には直ちに落とせないのであって、

まず両者の接点を増やし異同の理解を育まねばなら

ない。これに関して、柏木（2019: 142-143）は日

本精神保健福祉士協会会長（当時）の立場から、「パ

ワー・オーバーの実践は行政や所属機関との軋轢を

生む。職能団体は完全にそれから自由だとは言い難

いにしても、団体に質量とも力量があれば個々のソー

シャルワーカーのソーシャルアクションの展開を支

えることが可能」と述べる。つまり、職能団体による

再犯防止教育上の役割に期待が寄せられるのである。

　実際に、日本社会福祉士会（2009: 150）が「歴

史的経緯」を省察した2009年３月には、同年同月に

神奈川県社会福祉士会が「『罪を犯した障害者・高

齢者』の社会内処遇を支援する地域生活定着支援事

業に積極的に取り組むこと」を重点事項にあげ、自

らが保護観察官や刑務官から「司法の仕組み」を教

わり、さらに弁護士から「『障害者や高齢者の犯罪』

の背景」を学んで県内の支部ごとの学習会などにつ

なげている（山下2011: 22-23）。

　翌年、その日本社会福祉士会（2010: 1）も「更生

保護等司法領域での実践…についての経験が浅い…。

引き続き、各職場で実施される研修とは異なる職能

団体として地域で様々な職種・機関等と連携し、よ

りよい実践が展開できるよう必要な研修の企画に取

り組んでいきたい」と述べて「司法と福祉の連携等

を担い、刑余者が地域で自立した生活を営めるよう

支援できる社会福祉士を養成する研修事業等」を行っ

ている。

　さらに三木ら（2018: 7）は東京社会福祉士会・

東京精神保健福祉士協会による、全国に先駆けた弁

護士会と職能団体によるネットワークの構築を報告

し、そのなかで司法福祉委員会を置いて2017年度ま

でに「公開講座」「社会福祉士対象の連続講座（５回）」

「上級・養成研修として２日、スキルアップ研修を

１日」、それぞれ開催したとしている。同会のホー

ムページによると、2021年３月に「2020年度司法福

祉公開講座」がコロナ禍のなかにも催行され、継続

的な活動がうかがえる（東京社会福祉士会2021）。

　資格教育を担う側である日本ソーシャルワーク教

育学校連盟（2018: 38）も、「更生保護出張講座」

を法務省や各地の保護観察所と連携のうえ連盟の会

員校等を対象に年間を通じて展開し、2015年度には

のべ188回の実施、11,259人の学生等の参加を数え

たという。ジェネリックソーシャルワークは領域・

機能を問わず基盤となる概念であるため、これらの

ような刑事司法と福祉を橋渡しする職能団体の活動

は、社会福祉士・精神保健福祉士といった資格種別

をも超えた取り組みとして、今後のさらなる発展が

望まれよう。

第７章　再犯防止教育のありか　 

―ソーシャルポリシー―

　ここまで行政サイドからの刑事司法のシステムに

則った、社会福祉士による再犯防止活動への過度の

傾倒に注意を喚起しつつ、ジェネリックソーシャル

ワーク教育の方向性を論じてきた。なお、更生保護

法の制定過程で対象として想定されたのは ―頭書

のように― 高齢者や知的障害者、なかでも万引き

や無銭飲食といった相対的に軽微な罪過の累犯であっ

た。よって、再犯防止概念における施設内処遇から

社会内処遇への移行は自然な流れといえよう。

　ただし、この種の「本人中心主義」とも取れる姿

勢からは、「家族支援、地域への配慮がおろそかに
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療的司法」が、おもに法曹の立場から提唱されるよ

うになった。1970年代にアメリカで生まれ、「司法

手続きのなかでの単なる法的解決や紛争解決にとど

まらず、紛争や犯罪の原因となった問題の本質的な

解決に向けて、必要とされる福祉的支援や医療・そ

の他のサポートを提供する司法観」（治療的司法研

究会2018: i）とも評される概念である。

　これを社会福祉学の立場から解釈すれば、ソーシャ

ルポリシーから秩序政策を通して現れた「刑務官に

よるソーシャルワーク機能」（図３: 右向き矢印）、

次いで秩序政策からソーシャルポリシーを通してソー

シャルワーカーに現れた「修復的司法」（左向き矢印）、

再び戻って法曹に現れた「治療的司法」（右向き矢印 : 

「法曹によるソーシャルワーク機能」）という、公

共政策の要請のもと刑法学との間に現れた、社会政

策と秩序政策の相互作用と（時間的な前後は検討の

余地が残るも）みなせる可能性がある。

　治療的司法の有識者からは「『修復的司法』との

関係についても議論」（治療的司法研究会2018: 

39）する必要性が述べられ、刑事司法と福祉の接点

（第６章）としての意義を深めていく端緒になると

思われる。そのような修復的司法と治療的司法といっ

た近接概念の対比による再犯防止教育の深化は、（ソー

シャルワークに制度・政策面から向き合う）ソーシャ

ルポリシーへの着眼にふさわしい。

　「水と油」という単純な見方ではない再犯防止に

対する刑事司法と福祉の異同の理解が、お互いを尊

重し合う独立性の基盤となり得るであろう。

第８章　ソーシャルワークとソーシャ

ルポリシーの「結び付き」が

社会福祉学を創る

　ここまで社会福祉学における再犯防止の教育面に

おいて、資格者養成カリキュラムを補うジェネリッ

クソーシャルワークと、ソーシャルポリシー双方へ

の着眼が重要であると論じてきた。しかし、図１と

なるというリスクが生じる」（生島2018: 37）可能

性がある。そのような、政策とは別種の対立概念を

乗り越える教育もまた社会福祉学に求められ、これ

がひいては「ソーシャルワーカーによるソーシャル

ワーク機能」の明確化へ寄与するに違いない。

　そうしたなか、国家と加害者（刑事）、加害者と

被害者（民事）という二者関係の並列に対して、被

害者・加害者・コミュニティの三者関係に注目する

「修復的司法」が、福祉サイドで論じられるように

なった。刑事を公的な国家レベル、民事を私的な当

事者レベルの紛争解決とみて、その中間に位置付け

られる一種の「公的」な紛争解決だが、「公的」の

中身は国家ではなくあくまでコミュニティ（高橋

2004: 21）なのである。

　すなわち、利用が中心となる「制度」 ―例えば更

生保護制度やセンターによる高齢者・障害者への特

別調整― にとどまらない、社会問題を解明し未来

を切り開く、「政策」にかかわる視座をあわせ持つソー

シャルポリシーへの着眼の一つとして、この修復的

司法があげられると筆者は考える。

　修復的司法の関心事は刑事より民事に近く、現実

に生じた「害」の回復にある。もちろん、それぞれ

が敵対的な当事者のままであれば民事上の和解に類

した関係にとどまり、妥協はあっても対立状況に変

化がない。しかし、修復的司法は対話を通して対立

概念そのものの克服（前原2004: 53）を目指す。い

わば、「地域社会が犯罪の原因と犯罪者の社会復帰

を『みんな』の問題として捉え、議論し、行動する

ことによって、犯罪を公共的課題として処理」（石

塚2009: 129）する試みなのである。

　刑事司法の側にも動きがある。「厳罰から治療的

あるいは教育的処遇へ」（芹沢2019: 53）さらには「刑

罰を回避しつつ再犯を防止して被告人の人間性を回

復させ社会性を取り戻させる」といったメッセージ

を発する「まったく新たな刑事司法の思想的潮流」

（治療的司法研究会2018: 342-343）とされる「治
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図３の“コア”にはまだ言及できていない。

　よしんば“コア”として福祉経営学に代わる要素

を構想するにせよ、本稿でそれを政策側に含めたよ

うに、政策ないし技術のいずれかへ配分できてしま

う可能性がある。よって、この「結び付き方」（古

川2001: 91）に関しては、異なる角度からの把握が

試みられてよいと思われる。

　まず勘案されるのは批判の学・抵抗の学（児島

1972: 63）、すなわち個人の生活支援・自己実現から、

社会の統合発展・変革まで目指すなかで幾多の対立

概念に向き合わねばならず、そうした葛藤への弁証

法的模索が“コア”に現れるという解釈かもしれな

い。しかしわが国においては、直接的アクションよ

り水面下の交渉が先んじるという“異質”さに本稿

は言及し（第６章）、とくに「刑事司法と福祉の連携」

に関する職能団体への期待にふれた。言葉を足せば、

“本人や家族等の状況に応じて内容や支給量が調整

（第３章）されない
4 4 4 4

”典型と思われる医療や教育分

野のサービスに関しても、超高額な先進医療の保険

適応・資源配分、あるいは「特別の教科 道徳」の

導入における政治的判断など公共政策にかかわる対

立概念が内包されており、軽重は別として葛藤は社

会福祉の場に限らないのである。

　そこで、筆者は「刑法学において、社会福祉学の

“コア”に相当した『結び付き』に関する議論がみ

られない」（第３章）という点に注目する。このこ

とを説明するため図３に戻る。第７章における「修

復的司法」は、司法という言葉で表されるように秩

序政策を起点とし、ソーシャルポリシーを通してソー

シャルワークに遡及した（左向き矢印）と解釈でき

る可能性がある。しかし刑務官の場合（第５章）と

同様に、ソーシャルワーカーの行動規範が秩序政策

の影響によって短期間のうちに変質するなら、それ

はクライエントのウェルビーイングを目指すという

理念に鑑み不安材料となりかねない。

　ゆえに社会福祉学においては、秩序政策からソー

シャルポリシーに持ち込まれた再犯防止概念と、ジェ

ネリックソーシャルワークにおける社会復帰支援と

の間で、個人の幸福と社会の発展のすり合わせが行

われる。これが政策相互のつながりを勘案のうえ対

立概念を進化させた、社会福祉学における「結び付

き」（古川2001: 91）ではないだろうか。第６章で

取り上げたソーシャルアクションにおける“異質”

さは、この対立概念からすり合わせへの展開の一側

面と筆者は考える。この過程が刑法学には社会福祉

学より目立たないのである。そのわけを述べれば、

クライエントをクライエントと認める期間・対象の

違いであろう（第３章「社会福祉学の独特さ」）。

　例えば、医療の直接対象者は傷病者妊産褥婦であ

り（期間は多くの場合有限）、教育における期間は（最

短で）義務教育である（対象はすべての人）。つま

り医療はそうした状況にある間、教育は当該時期に

ある間に専門職のかかわりは限られる。再犯防止に

関しては、対象とともに ―受刑中に絞るなら― 期

間にも限定がある。一方で社会福祉は期間・対象と

も相対的に広く、期間は日々の生活からクライエン

トの人生（場合によっては生涯を通して）まで、対

象はアウトリーチさえ旨とする。

　よって、特定の期間・対象であれば避けられる／

みえにくくできる個人と社会の軋轢も、社会福祉学

は視野に入れ、クライエントに即して・時勢の動向

に応じて試行錯誤せざるを得ない。それゆえの流動

的な「結び付き」だと筆者は考える。逆に、刑法学

における「他職種者によるソーシャルワーク機能」

（第２章）の作用は期間として受刑中（入口支援・

出口支援を含む）、対象として刑余者に絞られる分、

「『結び付き』に関する議論」の必要性が社会福祉

学より緩和されているといえよう。よって、対象特

定 and 時間横断的には近縁性（第５章）があっても、

対象広汎 or 時間縦断的には異なる。これが「ソー

シャルワーカーによるソーシャルワーク機能」との

違い（第２章の問いに対する答え）なのである。
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注

１）ジェネリックソーシャルワークには、文中のイ

ギリスでおもに用いられる概念である、スペシ

フィックに対する基盤、すなわちソーシャルワー

カーが共有すべき価値や技術という側面のほかに、

アメリカでおもに用いられる、領域や機能を特定

せず包括的に、かつ多様な手段を用いてコミュニ

ティなどで展開される支援という側面の２つ（福

島2014: 36）がある。日本学術会議 社会学委員

会が示す2008年、2011年のいずれの図のなかでも、

社会福祉士は基盤としてのジェネリックのみにと

どまらず、一部を L 字型にスペシフィックに延

ばしてコミュニティソーシャルワーカーなどへの

展開をみせており、ジェネリックの２側面に配慮

する形となっている。

２）2005年６月に「契約になじまない障害者等の法

的整備のあり方検討会」が法務省と厚生労働省の

職員の参加のもと立ち上がり、過去、こうした問

題について法務省と厚生労働省の間には全く情報

の共有がなかった状態から議論を重ね、2006年６

月に同検討会の取り組みが「罪を犯した障がい者

の地域生活支援に関する研究」として厚生労働省

の正式な研究事業になった。
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